
〇日T人づくり計画jを
実施する。

文部科学省
総務省
厚生労働省
経済産業省
関係府省

・コンテンツ制作基盤ツー
ル等の開発、プロデュー
サー・クリエイターの発
掘、育成のためのコンテン
ツ制作プロジェクト支援を
実施（平成14年度）。

・コンテンツ制作基盤ツー
ル等の開発、プロデュー
サー・クリエイターの発
掘、育成のためのコンテン
ツ制作プロジェクト支援を
実施（平成14年度）。3
DCGなど高度な技術を活
用した優れた作品ととも
に、優秀なクリエーターを
創出した。

・コンテンツ産業は、ひと
つのコンテンツを様々な形
で戦略的に活用することに
より、その経済的価値が飛
躍的に拡大する特質があ
る。
こうした戦略的活用を行う
ためには、コンテンツ産業
の足腰の強化としてのクリ
エーターの育成はもとよ
り、関連法制（著作権法、
契約法など）、資金調達手
法、海外との取引実務など
の知識・ノウハウといった
プロデュース機能をもった
人材（プロデューサー）が
不可欠。
・こうした認識の下、プロ
デュース機能の知識・ノウ
ハウを体系化するととも
に、具体的な人材育成手法
を策定するとともに、技術
的課題への対応を図り、ク
リエーションがビジネスに
結びつき、クリエイターに
利益が還元され、優れたコ
ンテンツが生み出され続け
る環境を整備することが重
要。

③プロデュース機能強化の
ための基盤整備を行う。エ
ンタテイメント関連法制、
資金調達手法、マーケテイ
ング手法、資金管理手法、
海外との取引の実務などを
盛り込んだ具体的なプロ
デューサー育成のためのプ
ログラムを策定するととも
に、実験的に当該プログラ
ムをいくつかの機関で実施
し、さらにその評価を行
う。
③ブロードバンドコンテン
ツの流通拡大を目指すとと
もに、クリエーターの斬新
なアイデアを実現するた
め、配信技術、セキュリ
ティ技術などブロードバン
ド事業参入の技術的課題に
ついて制作支援、事業化支
援を行う。
③スキルスタンダードの設
定、国内表彰制度の再編な
どを含む体系だったクリ
エーション機能強化プログ
ラムを策定する。
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○平成15年頃を目処に電
力・ガス分野における制度
見直しを検討する。

経済産業省 ・我が国電気事業制度の在
り方については、平成13
年11月より総合資源エネ
ルギー調査会電気事業分科
会を開催し、また、ガス事
業制度の在り方について
は、平成14年9月より　同
調査会都市熟エネルギー部
会を開催し、幅広く御審議
いただいたところであり、
それぞれ本年2月に答申が
取りまとめられ、大臣に報
告がなされた。

電力・ガス事
については、エネルギーの
安定供給の確保と環境への
適合を図り、これらの政策
目的を十分考慮しつつ、経
済構造改革を推進すること
が重要との結論に達したと
ころ。
具体的には、
①電力の広域的な流通の円
滑化のための環境整備
②公平性・透明性確保によ
るネットワーク管理部門の
発電事業者等に対する調整
機能の確保
③特に電力について、発送
配版の一貫体制の維持や卸
電力市場の整備など、原子
力を含む安定的な電源開発
の推進のための環境整備等
④ガスについては、導管網
の円滑な整備を促進するた
めの環境整備と有効利用の
ための仕組みの充実、市場
活性化を図るための大口供
給・卸供給に係る規則の見
直し等
を図りつつ、これらの結
果、安定供給や環境への適
合が図られる範囲内で小売
自由化範囲拡大を進めてい
くことが適当であるとの結
論を得た。

・電気事業分科会及び都市
熟エネルギー部会の報告書
に基づき、詳細な制度設計
に取り組む。

①第156回国会会期末
電気事業法及びガス事業法
の改正を行う。

②平成15年末
⑧それ以降
＜電気＞
・平成15年
現行制度の下で、500kW以上
の高圧需要家まで電力小売
自由化範囲拡大
・平成j7年
新制度の下で、50kW以上の
全ての高圧需要家まで電力
小売自由化範囲拡大
・平成19年
家庭用も含め、50kW未満の
需要家に対する全面自由化
について、検討開始予定
＜ガス＞
・平成雄幸
新制度の下で、年間使用量
50万m3以上の需要家まで
小売を自由化
・平成19年
年間使用量10万m3以上の
需要家まで小売を自由化
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●

経済産業省
調達の推進等に関する法律
に基づき再生品や低公害車
等の購入を推進する。

・くく平成14年1月の実施状
況）13年7月に産業構造審議
会環境部会の廃棄物・リサイ
クル小委員会に企画ワーキン
ググループを設置し、循環型
社会構築に向けた各種制度の
実効性の確保、3R（リデュー
スリユース、リサイクル）の高
度化等の今後の課題について
「循環型経済システムの高度
化に向けて」を取りまとめ、12
月25日に公表し、パブリックコ
メントを募集中。）

・平成14年3月に産業構造審
議会環境部会の廃棄物・リサ
イクル小委員会に循環ビジネ
スワーキンググループを設置
し、平成14年6月に「循環ビジ
ネスの自律的発展を目指し
て」を取りまとめた。
・また、平成14年10月に産業
構造審議会環境部会に産業と
環境小委員会を設置した。

・昨年10月に産業構造審議会
に産業と環境小委員会を設置
し、本年4月頃を目途に環境経
営のあり方等について取りま
とめを行う予定であり、成果は
今後出していくもの。

①平成15年4月頃を目途に
環境経営の促進のあり方等に
ついて産業構造審議会環境部
会産業と環境小委員会にて取
りまとめを行う。
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○廃棄物の処理及びリサイ 経済産業省 ・資源有効利用促進法、容器 ・モデル循環システムの調査 ⑧資源有効利用促進法、容器
クルの推進に関し、技術開 包装リサイクル法の実効ある について8テ⊥マが実施され 包装リサイクル法の実効ある
発や社会の仕組みの確立な 執行のため、産業廃棄物の発 た。 執行のため、産業廃棄物の発
どを進める。例えば、循環型 生量や容器包装の使用削減 ・3R 技術開発の促進について 生量や容器包装の使用削減
社会形成を進める静脈物流 等の実態調査及び内外の3R 6テーマが実施された。 等の実態調査及び内外の3R
システム、静脈にかかる情 事業の調査等を実施した。 事業の調査等を実施する。
報ネットワークの構築及びリ また、循環型システムの構築 また、循環型システムの構築
サイクル事業の活性化を進 に向けて、個別産業・製品ごと に向けて、個別産業・製品ごと
める。 の生産・流通・消費等の各段

階の実態を踏まえたモデル循
環システムの実施、製品・製
法アセスメントの策定並びに
リース業等の環境関連産業の
実態調査等を実施した。
さらに、3R 対策を講じる必要

性の高い自動車リサイクルや
家電リサイクル関連技術を中
心に、必要な技術開発を体系
的に実施した。

の生産・流通・消費等の各段
曙の実態を踏まえたモデル循

環システムの実施並びに環境
腑連産業の実態調査等を実
施する。
さらに、3R 対策を講じる必要

性の高い自動車リサイクルや
容器包装リサイクル関連技術
を中心に、必要な技術開発を
体系的に実施する。

○自動車リサイクル法案及 経済産業省 ・（（平成1 4年1月の実施状 ③平成16年末を目途に自動
び関連改正法案（道路運送 況）産業構造審議会における 車リサイクル法を本格施行す
車両法等）を提出する。 第2 次報告書及び中央環境審

議会における中間報告書．を踏
まえ関係省庁間で連携しつ

つ、所要の法案の通常国会へ
の提出に向け作業中。）

・第154 回国会おいて、自動
車リサイクル法が成立し、第一
段階の規程が施行（平成15
年1月）されたところ。

る予定。
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○自動車リサイクル法案及 経済産業省 ・（（平成1 4年1 月の実施状 ③平成16 年末を目途に自動
び関連改正法案（道路運送 況）産業構造審議会における 車リサイクル法を本格施行す
車両法等）を提出する。 第2次報告書及び中央環境審

議会における中間報告を踏ま

え関係省庁間で連携しつつ、
所用の法案の通常国会への
提出に向け作業中。）

・第154 回国会において、自
動車リサイクル法が成立し、第

一段階の規程が施行（平成1
5年1 月）されたところ。

る予定。

（競争的研究資金の改革と 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5 年度政府予算案　 5 （診平成 1 6 年度予算要求に
拡充） いて増額要求。 2 ． 8 億円 おいて増額の予定。
○競争的資金の拡充を図 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら ②独立行政法人化後、機構
る。紡せて、評価の徹底、 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
研究費の適正規模の確保、 課題を継続するため、 2 年 サーを設置予定。
課題選定に当たっての戦略

的重点化、若手研究者向資
金の重点的拡充を進めると
ともに、専門家による一貫
した評価 ・執行体制の整
備、総合科学技術会議にお
ける総合調整等、制度の在
り方について検討を進め
る。

聞延長を可能とした。 ②③総合科学技術会議の議

論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。
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○国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律
に基づき再生品や低公害車
等の購入を推進する。

経済産業省 ・くく平成14年1月の実施状
況）13年7月に産業構造審議
会環境部会の廃棄物・リサイ
クル小委員会に企画ワーキン
ググループを設置し、循環型
社会構築に向けた各種制度の
実効性の確保、3R（リデュー
スリユース、リサイクル）の高
度化等の今後の課題について
「循環型経済システムの高度
化に向けて」を取りまとめ、12
月25日に公表し、パブリックコ
メントを募集中。）

・平成14年3月に産業構造審
議会環境部会の廃棄物・リサ
イクル小委員会に循環ビジネ
スワーキンググループを設置
し、平成14年6月に「循環ビジ
ネスの自律的発展を目指し
て」を取りまとめた。
・また、平成14年10月に産業
構造審議会環境部会に産業と
環境小委員会を設置した。

・昨年10月に産業構造審議会
に産業と環境小委員会を設置
し、本年4月頃を目途に環境経
営のあり方等について取りま
とめを行う予定であり、成果は
今後出していくもの。

①平成15年4月頃を目途に
環境経営の促進のあり方等に
ついて産業構造審議会環境部
全産業と環境小委員会にて取
りまとめを行う。
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経済産業省
ライフサイエンス、②情報
通信、（診環境、④ナノテク
ノロジー・材料の4分野を
中心に研究開発資源が重点
配分されるよう、必要に応
じて予算編成過程で財政当
局と連携を図る。また、
「科学技術の振興（ライフ

サイエンス等の4分野への
重点化等）」に関しては、
各省庁の施策について同会
議が調整を行い、各省庁が
要求する。プロジェクト選
定の際、外部評価を活用
し、また、その評価を公開
することにより、選定結果
の妥当性を高める。

・平成14年度において、
研究開発プログラム予算
1，014．6億円〔うち
構造改革特別枠311．5
億円〕を配分。4分野では
それぞれ
ライフサイエンス分野

174．8億円
〔45．0億円〕

情報通信分野
271．6億円
〔90．8億円〕

環境分野
454．0億円
〔161．9億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野

114．2億円
〔13．7億円〕

※予算額は再掲を除く。〔
）は構造改革特別枠要求分
を内数で表示。

・構造改革特別要求施策を
推進するとともに研究開発
の成果が迅速に事業化に結
びつき、産業競争力強化に
直結するような経済活性化
の研究開発プロジェクト
（フォーカス21）の創設

と既存プロジェクトの徹底
した見直しを実施し平成1
5年度予算案を作成。

政策目標C・経産省・改革工程表

・研究開発について、目標
の達成に向けた着実かつ効
率的な実施。

（り第156回国会会期末
平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。
②平成15年末及び③それ
以降
継続して研究開発を着実に
実施。
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・また平成15年度におい
てもプログラムを中心に引
き続き重点的に予算を配分
し、さらに研究開発の成果
が迅速に事業化に結びつ
き、市場創出に直結するよ
うな研究開発プロジェクト
としてフォーカス21（1
0テーマ30プロジェク
ト）を創設、367億円を
重点投入予定。プログラム
予算1，324．4億
各分野ではそれぞれ
ライフサイエンス分野
192．7億円
〔88．4億円）

情報通信分野
424．0億円
〔172・．9億円〕

環境分野
583．9億円
〔44．3億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野
123．8億円
〔61，4億円〕

※予算額は再掲を除く。
〔）はフォーカス21を

内数で表示。
※フォーカス21を加速的
に推進するため、平成14
年度補正予算を投入

60．4億円
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○既存集合住宅に関するIT 国土交通省 ・インターネット対応マン ・インターネット対応マン ③ rインターネットアクセ
化工事の実態を踏まえ、区 総務省 ションの実態調査を実施す シヨンの実態を把握すると スの円滑化に向けた新築共
分所有法の解釈を提示する 経済産業省 るとともに、 「インター ともに、新築の共同住宅の 同住宅情報化標準」は1 4
ほか、新築集合住宅に関す 法務省 ネットアクセスの円滑化に 情報化に際しての基本的な 年 7 月に 「インターネット
るIT化標準を策定する。 向けた新築共同住宅情報化 考え方が示されるととも アクセスの円滑に向けた共

標準」を策定した。 （平成 に、技術的な指針が示され 同住宅情報化標準」として
1 4 年 3 月） た。 既存住宅も対象とした。こ

のため、 「インターネット
アクセスの円滑化に向けた
共同住宅化標準」について
普及促進を図る。

○キャリアアップのために

I T 分野の専門的人材の育
成を図る。

総務省
文部科学省
経済産業省

経済活性化戦略フォロー

アップ／技術力戦略／産業
化のための I T 化推進／経
済産業省は、平成 1 4 年度
から高度 t T 人材育成のた
め、 I T 技能に関する標準
を整備するとともに、経営
と I T の双方に通じ、経営
者の立場に立って経営戦略
を支援できる人材 （l T

コーディネーター）を引き
続き育成する。
と同一の内容。
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○電子商取引等への現行法 経済産業省 ・「電子商取引等に関する ・電子商取引の予見可能性 ・さらなる普及啓発。 ①②⑨今後とも、取引の実
規の適用に関して、電子商 準則」を、平成 1 4 年 3 月 が高まったと評価。

例 ：

・日経 I T プロフェッショ
ナルズ
2 0 0 2 年 1 2 月号

・日経コミュニケションズ
2 0 0 2 年 7 月 1 日号

務、技術の動向、・国際的な
取引準則 （法解釈指針）を に、策定 ・公表した。 状況に応じて、継続的に見
策定する。 ・平成 1 4 年 7 月に、迷惑

メール関係法律の制定や景
品表示法のガイ ドラインの
策定を踏まえ、改訂を行っ
た。

・ 「電子商取引等に関する
準則」について、ホーム
ページで公表するととも
に、冊子を全国の消費生活
センター等へ幅広く配布し
た。また、全国各地での説
明会を実施した。

直しを行う。

○コンテンツ流通の権利処 経済産業省 ・ 「コンテンツ流通促進検 ・公正取引委員会と協力し ・コンテンツ産業において ③関係事業者に対 し、取引
理ルールの整備の促進及び 討会の開催」　 コンテン て、下請代金支払遅延等防 は、コンテンツそのものの 牌係についてのアンケー
コンテンツに関する標準契 ツ ・ビジネスモデルの進 止法の改正により、テレビ 価値を創り出す制作部門が ト、ヒアリング等の実態調
約書の策定を行う。 化 ・発展を加速するために 番組制作業などサービス産 流通及び消費段階における 査を行う。

必要な方策を検討、平成 1 業を法の保護対象に追加。 ボ トルネックにより 「下請 ⑨総務省とも連携 しつつ、
4 年 7 月に報告書を取りま （第156回国会） 化j　L 、必ずしも成果に応 アニメ以外のモデル契約の
とめた。＿ ・アニメーションにおける

モデル契約の策定を行い、
適切な契約を励行した。

じたリターンが得られない
結果、優秀な人材を確保 し
続けることができず、本来

のポテンシャルを発揮でき
ない状況。

策定を行う。

○既存集合住宅に関するIT 国土交通省 ・ 「インターネットアクセ ・共同住宅の情報化に際し （諺引き続き同標準及び指針
化標準を策定するととも 総務省 スの円滑化に向けた共同住 て基本的な考え方が示され の普及促進を図る。
に、改修のための合意形成 経済産業省 宅情報化標準」等を策定し るとともに、技術的な指針
マニュアル、技術指針を作
成する。

た。 （平成 1 4 年 7 月） が示された。
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●

0 1Pv6に対応した情報家

電、 量X 等の各種技術の開
発、実証実験及びアジアに
おける国際共同実験並びに
導入支援策の実施を通じ、
標準化を推進するとともに
IPv6網を普及促進する。

総務省
文部科学省

経済産業省

経済活性化戦略フォロー

アップ／技術力戦時／産業
力強化のための I T 化推進
／総務省及び関係省庁は、
平成 1 7 年度までに世界最
高位水準の高度情報通信
ネットワークを形成し、安
全性 ・信頼性を確保する。
と同一の内容。

O 「I T 人づくり計画」を 文部科学省 ・コンテンツ制作基盤ツー ・コンテンツ制作基盤ツー ・コンテンツ産業は、ひと ③プロデュース機能強化の
実施する。 総務省 ル等の開発、プロデュー ル等の開発、プロデュー つのコンテンツを様々な形 ための基盤整備を行う。エ

厚生労働省 サー ・クリエイターの発 サー ・クリエイターの発 で戦略的に活用することに ンタティメント関連法制、
経済産業省 掘、育成のためのコンテン 掘、育成のためのコンテン より、その経済的価値が飛 資金調達手法、マーケティ
関係府省 ツ制作プロジェクト支援を ツ制作プロジェク ト支援を 躍的に拡大する特質があ

る。
こうした戦略的活用を行う

ング手法、資金管理手法、
実施 （平成 1 4 年度）。

1

実施 （平成 1 4 年度）ム　3 海外との取引の実務などを
D C G など高度な技術を活 盛り込んだ具体的なプロ
用した優れた作品ととも ためには、コンテンツ産業 デューサー育成のためのプ
に、優秀なクリエーターを の足腰の強化としてのクリ ログラムを策定するととも
創出した。 工一夕ーの育成はもとよ

り、・関連法制 （著作権法、
契約法など）、資金調達手
法、海外との取引実務など

の知識 ・ノウハウといった
プロデュース機能をもった
人材 （プロデューサー）が
不可欠。

・こうした認識の下、プロ
デュース機能の知識 ・ノウ

ハウを体系化するととも
に、具体的な人材育成手法
を策定するとともに、技術
的課題への対応を図り、ク
リエーションが ビジネスに
結びつき、クリエイターに
利益が還元され、優れたコ

ンテンツが生み出され続け
る環境を整備することが重
要。

に、実験的に当該プログラ
ムをいくつかの機関で実施
し、さらにその評価を行
う。
③ブロードバンドコンテン
ツの流通拡大を目指すとと
もに、クリエーターの斬新
なアイデアを実現するた
め、配信技術、セキュリ
ティ技術などブロー ドバン
ド事業参入の技術的課題に

ついて制作支援、事業化支
援を行う。
③スキルスタンダー ドの設
定、国内表彰制度の再編な
どを含む体系だったクリ

エーション機能強化プログ
ラムを策定する。
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○コンテンツ流通の実証実 経済産業省 ・権利者、コンテンツ制作 ‾・権利者、コンテンツ制作 ・ブロー ドバンド時代の到 ③コンテンツ流通関連事業
験を通じた基盤的技術の確 者、提供事業者の間におけ 者、提供事業者の間におけ 束に向けてインフラ等の整 者 （権利団体、利用者、配
立及び権利処理ルールの整 る権利情報などのメタデー る権利情報などのメタデー 偏が進みつつある中、不正 信事業者）の実態調査を行
備を行う。 夕交換インターフェイスを 夕交換インターフェイスを コピー等の問題により、新 い、コンテンツE D Iの業

統一し、E D l化するため 統一し、E D l化を実現。 しいコンテンツビジネスが 務仕様を明らかとし、これ
の仕組みを開発するため、 立ち上がらない状況にあ に従ったシステム開発と実
実地検証を実施。 る。 証実験を行う。

③ブロー ドバ ンドに関する
配信技術、セキュリティ技
術、高画質の動画表現技術
等の技術的課題の解決に対
して補助す．ることによりコ

ンテンツ制作事業者による
ブロー ドバンド事業参入に
対するボ トルネックの解消
を図る。

・ 「大都市圏におけるゴミ 経済産業省 ・平成 1 4 年 4 月に、 「東 ・京浜 ・千葉臨海部におい ・京阪神圏においても、開
ゼロ型都市への再構築 （第 京圏におけるゴミゼロ型都 て、民間事業者による廃プ 係各省及び9 府県市からな
1 次決定）」プロジェクト 市への再構築に向けて」を ラスチック ・食品廃棄物等 る　r京阪神圏ゴミゼロ型都
について、関係 7 都県市に 取りまとめ、施策を推進

中。
の高度リサイクル施設の整 市推進協議会」を平成 1 4

よる協議の場において、東 備が進展 （平成 1 4 年度中 年 7 月に設置。平成 1 5 年
京圏における中長期計画の に新たに3 施設が竣工予 春に、中長期的な取組みに
最終取りまとめを1 4 年春 定）。さらに、東京臨海部 ついて取りまとめを行う予
頃に行う。 においても、建設廃棄物の

リサイクルなど9 施設の整
備に着手。

定。
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経済産業省
向け、NPO、市民、産業界な
どのパートナーシップ形成を
支援する。例えば、国民参加
によるゴミゼロ運動の展開、
民間事業者の先進的なリサ
イクル施設への支援等を通
じてゴミゼロ社会構築を推進
する。

・（（14年1月の実施状況）民
間事業者を主体とする先導的
なリサイクル施設の整備への
支援など、エコタウンの整備を
推進する（13年度第一次補正
予算、第二次補正予算案でも
措置）。）

・民間事業者を主体とする先
導的なリサイクル施設の整備
への支援など、エコタウンの整
備を推進する。（平成14年度
予算で措置）

・エコタウン事業において17
地域を承認、34施設を整備。

③民間事業者を主体とする先
導的なリサイクル施設の整備
への支援など、エコタウンの整
備を引き続き推進する。
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○低公害車、燃料電池、
スーパーエコシップ等革新的
な省エネ・新エネ技術の開
発・普及や新エネルギー施
設の整備への支援を行うとと
もに、モーダルシフトを促進
する。

経済産業省 （14年1月 の実施状況）低公
害車の普及促進を図るため、
金融支援やグリーン税制等の
措置を講じている。

クリーンエネルギー自動車を
含む低公害車（以下「低公害
車」という）の普及を促進する
ため、平成13年度に引き続
き、平成14年度も以下の施策
を実施する。

・低公害車に係る自動車税の
グリーン化及び自動車取得税
の軽減、天然ガス等の燃料等
供給施設に係る固定資産税の
軽減等の税制措置を実施。

・低公害車の導入に対し、日
本政策投資銀行等の政府系
金融機関による低利融資を実
施。

；自動車メーカーによる車種拡
大努力や、政府の普及支援策
等により、クリーンエネルギー
自動車を含む低公害車の普
及台数は着実に増加。（平成
14年3月未：217万台　→　平
成14年9月未（暫定）：323万
台）

・今後とも、これらの施策を実
施することにより、自動車メー
カーの一層の技術開発や、
ユーザーへの普及拡大を促
し、我が国自動車産業の国際
競争力の強化に寄与すること
を期待。

特になし ①
予算措置については、平成15
年度予算案が第156国会で成
立予定。

②、③
低公害車の開発・普及に係る
施策内容を自動車メーカー、
ユーザーに対しPRを実施。
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○京都議定書の目標達成・
実施を担保するための国内
制度を整備する。

経済産業省 ・くく平成14年1月の実施状
況）業務部門等の省エネル
ギーの強化、電気事業者によ
る新エネルギー利用促進を図
るため、所要の法案の通常国
会への提出に向け作業中。）

・業務部門等の省エネルギー
強化についての対応として
は、第154回通常国会に「エネ
ルギーの使用の合理化に関
する法律の一部を改正する法
律案」を提出し、可決され、平
成14年6月7日に公布された。
また、電気事業者による新エ
ネルギー利用促進を図るため
の対応としては、第154回通
常国会に「電気事業者による
新エネルギー等の利用に関す
る特別措置法案」を提出し、可
決され、平成14年6月7日に
公布、平成14年12月6日に
部分施行された。

・業務部門等の省エネルギー
強化についての対応として
は、近年、エネルギー需要の
増加の著しいオフィスビル等
の民生業務部P引こおけるエネ
ルギー管理の徹底が図られ
た。また、電気事業者による新
エネルギー利用促進を図るた
めの対応としては、2010年
度の全国の新エネ電気利用量
を122億kWhとする旨決定し
た。

①平成15年4月1日より施行
予定。
②4月1日以降の円滑な法施
行を目指す。
③本法を着実に施行する。
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O「市町村合併支援
ン」の各種事業を実施。

経済産業省 ・平成14年8月30日に
市町村合併支援本部におい
て、市町村合併支援プラン
を改定。
・経済産業省としては、市
町村合併を促進するため引
き続き下記の事業を実施。
①中心市街地活性化による
商業の振興
（診特定産業集積活性化
③市町村連携によるIC
カードシステム
④商工会の活動の広域化の
促進
⑤電源立地地域交付金の取
扱の保持

ラン全体の成果としては、
以下のとおり．
0市町村合併のための法定協集会の設置数は9
5件、任意協縞会が129件、研究会等が39
4件に上り、全構成市町村数は2495市町村

となっており全国の半数を超える市町村が協綴
会等を設置．
・このうち経済産業省が担当している事業の成
果としては以下のとおり。

①中心市街地の活性化にかかる基本計画の捷出
数が536市区町村（平成15年2月現在）と
なっており、各地域の中心市街地活性化の事業
が本格化．
②特定産業集槙の活性化に関する臨時措置法に
基づき、全国25のr基盤的技術産業活性化推
進地域jにおいて、産業集積活性化を推進する
ために広域的な自治体が連携して活性化計画を
作成し、産官学の連携や共同研究のための施設
や共同利用する研究機器等の整備事業を展開。
また、全国70のr特定中小企業集積活性化促
進地域jにおいても広域的な自治体が共同で活
性化計画を作成し、連携して事業を展開。
（診ICカードを用いた官民サービスの利用実験
を全国21地域54市町村で実施．今後は、公
募により各種アプリケーションサービスをデー
タセンターで運用し広域利用する実証実験を予
定．

④市町村内の地域経済団体である商工会等が合
併・連携して市町村行政と整合的な活動を行え
るよう平成13年度に商工会法の改正実施。

瀬立地地域交付金については、各地域で舎
併が進展する見込みがあることを等を廠まえそ
れぞれの立地振興策の制度の趣旨に応じた対応
を検討。

い、各市町村からの事業支
援に対する要望が増加して
おり、国においても更なる
支援の拡充が求められるこ
とが予想される。

第155回国会会期末
平成15年度予算
成立後の速やかな
各種事業の実施

③平成15年末
③それ以降

市町村合併円滑化
のための施策の拡
充
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（競争的研究資金の改革と 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5 年度政府予算案　 5 ②平成 1 6 年度予算要求に
拡充） いて増額要求。 2 ． 8 億円 おいて増額の予定。
○競争的資金の拡充を図 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら ②独立行政法人化後、機構
る。併せて、評価の徹底、 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
研究費の適正規模の確保、 課題を継続するため、2 年 サーを設置予定。
課題選定に当たっての戦略
的重点化、若手研究者向資
金の重点的拡充を進めると
ともに、専門家による一貫
した評価 ・執行体制の整
備、総合科学技術会議にお
ける総合調整等、制度の在
り方について検討を進め
る。

間延長を可能とした。 ②③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。

○サッカーワール ドカップ 総務省 ・e ！プロシ’工クトとして、電 ・テーマに沿った、3 件の ・引き続き広報 ・普及に取 ①～③事業成果の更なる広
大会に対応 した情報化の推 経済産業省 子自治体の構築の推進等に 開発 ・実証等事業を実施 リ組む。 報 ・普及
進や公共分野における先進 国土交通省 資する開発実証事業を実施 し、一般ユーザの参加 ・協
的な技術開発、実証実験等
を実施する。

した。 力を得て、開発したシステ
ムのデモンス トレーション
及び評価を行った。また、
事業終了後は、事業協力自
治体、開発事業者において
開発成果を実際の事業に本
格的に活用するべく検討 ・
準備中。
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○港湾におけるワンス トッ
プサービス （N A C C S 等

のシステムの連携によるシ
ングルウィンドウ化）のた
め、システム開発、関連シ
ステムの整備等 （2003年度
実現を目標）の推進を図
る。

総務省
文部科学省
経済産業省

経済活性化戦略フォロー

アップ／地域力戦略／国際
競争力のある大都市の再生
／国土交通省は、国際港湾
機能を強化するため、 I T
を活用した航行規制の効率
化によるノンス トップ航行
を平成 1 5 年度以降順次実
現化するなど、規制 ・制度
や運用面での改革を推進
し、関係府省は連携して、
平成 1 5 年度のできる限り
早期に輸出入 ・港湾関連手
続きのワンス トップサービ
ス （シングルウィンドウ
化）を実現する。
と同一の内容。

○電子政府の情報セキュリ 内閣官房 ・総務省と経済産業省にお ・電子政府推奨暗号リス ト ・電子政府推奨暗号リス ト ①②③
ティ確保のため、セキュリ 総務省 いて、共同で 「暗号技術検 を策定。 に掲載された暗号の安全性 安全性維持を目的とした暗
ティポリシーに関するガイ 経済産業省 討会」を開催し、暗号技術 の維持。 号技術評価の実施
ドラインを改訂するととも の評価等を実施 （別添参 ・暗号モジュールの安全性
に、暗号技術評価等を実噂
する。

照）。 評価基準の策定。
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●

≡芋≡≡≡妻三軍；癖字蓋等享薫l三三誓喜三二三主祭；三二
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○地域で社会事業を担うN
POの支援強化

経済産業省 ・まちづくりや生涯学習の
分野で、女性やシニアが中
心となって行う市民活動及
びこれらの活動を支援する
活動のうち、ITを活用し
地域雇用創出等に寄与する
モデルケースを選定し、活
動の立ち上げ、企業化を支
援し、その成功事例を他地
域にも普及し、雇用創出、
高齢者社会への対応などを
図る『市民活動活性化モデ
ル事業（市民ベンチャー事
業）』をスタートさせた。
1、3団体を採択し、モデル
事業並びにその成果発表会
を実施した。

・平成15年3月に、採択
した13団体の成果発表会
を行った。

平成1 、4年度採択できな
かった分野のモデルを採択
し、幅広い分野のモデルを
啓発する。

⑨それ以降
平成15年度においても事業
を継続して実施。
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